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★松山南交通安全協会広報紙「安全協会 みなみ」は、皆様からご支援いただいた会費で作成されています★ 

会 員 の 皆 様 へ お 知 ら せ  
交通安全協会の活動にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

これまで当協会では、ご入会いただいた皆様への感謝の気持ちとして、お礼状としてハガキを送付し、ご持参いただいた方に

記念品をお渡ししてまいりましたが、近年の郵便料金の高騰等の影響により、今後は実施を見合わせることとなりました。な

お、すでにお手元にハガキをお持ちで、まだ記念品を受け取られてない方につきましては、１回限り交換対応いたしますので、

松山南交通安全協会窓口までお持ちください。（平日８：３０～１６：３０） 

今後も交通安全の推進に向けた活動に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

春は新入学や新生活の始まりで、交通環境が大きく変化します。交通経験の浅いこどもや、中・高校生

の自転車通学生、そして自動車・バイクなど初心運転者が多くなり、交通事故の危険性が高まります。

出発時には時間に余裕を持ち、ゆとりを持った行動と安全確認を徹底しましょう。 

自転車に対する「交通反則通告制度」が導入されます。 

☆詳細は、インターネットの「自転車ポータルサイト」でご確認下さい☆ 

交通違反の新しい種類が増える制度ではなく、悪質・危険な違反を確実に抑止するために、また自

転車も「車両」であるという交通ルール意識の定着が目的です。正しい知識とルールを知り、交通

規則を守る安全な運転を心がけましょう。 

16歳以上の自転車利用の交通違反者に「青切符」が適用され、 

対象となる行為は 100種類以上あります。下記はその一例です。 


